
令和２年７月豪雨により被災された皆様へ

～ 財形持家融資制度の返済方法変更等のご案内 ～

厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課

令和２年７月豪雨により被災された皆さま方に、心よりお見舞い申し
上げます。

（独）勤労者退職金共済機構が行う財形持家融資を返済中の方は、
被災の程度に応じて返済方法を変更することができます。

なお、今般、住宅等に被害を受け、新たに財形持家融資の申込み
をされる場合には、貸付金利引下げ等の措置を行います。

（１） 返済を最長３年間にわたり、猶予することができます。
また、返済の猶予期間中は金利を最大１．５％引き下げます。

（２） 返済期間を最長３年間延長することができます。

（１） 融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が
必要な方

（２） 債務者又は家族が死亡・負傷したため、著しく収入が
減少した方

（３） 勤務先が損害を受け、著しく収入が減少した方

具体的な条件等については、
・現在ご返済中の財形融資業務取扱金融機関 又は
・（独）勤労者退職金共済機構勤労者財産形成部
回収課債権管理係 までお問い合わせください。

ＴＥＬ： ０３（６７３１）２９４５
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ホームページ： http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/zaikei.php
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